
こんな救急事故にも気を付けてこんな救急事故にも気を付けて
まもなく雪の降る季節を迎えます。冬の季節だからこそ注意したい救急事故をご紹介します。

　本組合では、救急現場の情報伝達をより迅速かつ正確にす
るため ICT* を活用した救急 DX*（デジタルトランスフォー
メーション）を 2026年２月から本格運用します。
　これまで、救急現場から病院への情報は電話で伝えている
のが中心でしたが、今後はタブレット端末も併せて用いて傷
病者の情報や現場の状況をリアルタイムに病院へ送信しま
す。この結果医師は傷病者が病院に到着する前に詳細な情報
を把握でき、病院側の受け入れ準備が円滑になります。
　救急車を利用する方法や流れは変わりませんが、搬送先医
療機関への連絡や医療機関収容後の医師等による医療の開始
がよりスムーズに行われることが期待されます。

*ICT：情報通信技術
（Information and Communication Technology）
*DX：デジタルトランスフォーメーションの略。デジタル技術を活用して業務やサービスを根
本的に変革する取り組みを示します。
*総務省のマイナ救急実証事業とは異なります。

救急DXが2026年2月本格運用開始

きゅうきゅうデジタルトランスフォーメーション

　急な怪我や病気で救急車を呼ぶか迷ったときは#7119で看護師等に相談できます。福島県の統計によると、2024年度は県内で23,367件の相談
に対応しました。発熱などの相談のほか、薬や育児についての相談も受け付けています。

救急電話相談救急電話相談救急電話相談
看護師等が対応

緊急の場合は119番通報！

県内のプッシュ回線
携帯電話から▶

ダイヤル回線・
IP電話から▶#7119 024‒524‒3020

病院？救急車？迷ったら…
相談無料 通話料は

利用者負担
毎日

受付
24時間

　気温が低い環境に長時間
いることにより、体から失わ
れる熱が、体が保つ熱を上回
ることで低体温となり意識障
害など引き起こすことがあり
ます。低体温症は外だけでは
なく、暖房による温度調節し
ていない室内でも起こり得る
ことから重ね着や暖房器具を
使用するよう注意しましょう。

低体温症低体温症

郡山地方広域消防組合消防本部　
ウェブサイト：予防救急について▶

　積雪や凍結した路面では転
倒するリスクが高くなります。
転倒では骨折や頭部の怪我
などによる救急搬送が多く発
生していることから、転倒予
防として、滑りにくい靴を選
び、歩幅を小さくして慎重に
歩行するよう注意しましょう。

雪による転倒雪による転倒
　インフルエンザやノロウイ
ルスが流行する季節です。手
洗い・うがい・換気、マスク
の着用を徹底しましょう。ま
た感染症の種類によって有効
な消毒成分が異なるため、消
毒液を購入する際はご注意く
ださい。

感染症感染症
　冬の季節はお餅を食べる
機会が増えるため、こどもや
高齢者は特に窒息に注意しま
しょう。こどもの場合、餅以
外にも食べ物や口に入る大き
さのものは窒息になる恐れが
あるため、周りの大人が注意
しましょう。高齢者は噛む力
や飲み込む力の衰えの影響
による窒息もあるため注意し
ましょう。

餅による窒息餅による窒息

救急DX救急DX

令和7年度 郡山地方広域消防組合人事行政の運営等の状況令和7年度 郡山地方広域消防組合人事行政の運営等の状況
　郡山地方広域消防組合の職員の任用、服務や勤務条件などの人事行政の運営等の状況及び職員の給与・定員管理の状況等を管内
住民の皆さんにご理解いただくため、次のとおり公表します。

　人事評価制度に対する理解と円滑な運用を図るための研修会を計
5回実施しました。

⑴ 採用・退職者の状況
① 採用に係る競争試験の結果

（注）令和６年度に実施した採用試験の結果と、その試験により令和７年度に採用した職員数です。

区　　分 倍率一次試験
申込者 受験者 合格者 受験者 合格者
97 83 38 32 8 10.4

採用者
8

二次試験

消防職員

⑵ 職員数の推移
① 部門別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

区　　分 対前年
増減数

職員数
Ｒ７ Ｒ６
406 410 －4消防職員

 （注）職員数は一般職（会計年度任用職員を除く）に属する職員数です。

② 年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

区　分 20歳
未満

3

20～
23歳

26

24～
27歳

56

28～
31歳

50

32～
35歳

48

36～
39歳

67

40～
43歳

43

44～
47歳

24

48～
51歳

43

52～
55歳

20

56～
59歳

24

60歳
以上

2

計

406消防職員

（注）令和６年４月１日から令和７年３月31日までに退職した職員数です。

② 事由別退職者数

7 0 4 0 1 12
定年 勧奨 自己都合 死亡 懲戒 合計

消防職員
区　　分

令和６年度における人事評価の実施状況

人数
割合
人数
割合

対象者
410
100%
409
100%

実施済
408
99.5%
407
99.5%

未実施
2
0.5%
2
0.5%

未実施の事由
休職及び退職

休職及び免職

上期

下期

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

２ 職員の人事評価の状況

(注）「平均給料月額」とは、諸手当を含まない本給の平均です。「平均給与月額」とは、給料月額と毎
月支払われる扶養手当、住居手当などを合計した額の平均額です。

⑵ 職員の平均給与月額、初任給等の状況
① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

消防職
区分

37.5
平均年齢

329,872円
平均給料月額

360,041円
平均給与月額

② 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

消防職
区分

215,300円
郡山地方広域消防組合

211,600円

国　の　制　度
公　　安　　職

(注）郡山地方広域消防組合給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内
容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。※行政職

⑶ 消防職の級別職員等の状況（令和７年４月１日現在）
区分
１級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級※

標準的な職務内容
消防士
副主査
主査
係長・主任
課長補佐・主任主査
課長・主幹・副署長
次長・参事・署長
消防長・参与

職員数
78人
130人
99人
46人
26人
22人
4人
1人

構成比
19.2%
32.0%
24.4%
11.3%
6.4%
5.4%
1.0%
0.2%

③ 職員の経験年数別・平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

消防職
区分

296,300円
経験年数10年

321,883円
経験年数15年

347,575円
経験年数20年

（注）手当の種類、名称は令和７年４月１日現在のものです。

(注)期末・勤勉手当の支給率は一般の職員の場合の支給率です。

① 期末・勤勉手当、退職手当（令和７年４月１日現在）
⑷ 職員手当の状況

区　　分
支給率 期末

1.25月分
1.25月分
2.50月分

勤勉
1.05月分
1.05月分
2.10月分

計
2.30月分
2.30月分
4.60月分

６月期
12月期
計

職制上の段階、
職務の等級に
よる加算措置

有

有

支給率

支給率
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

６月期
12月期
計

職制上の段階、
職務の等級に
よる加算措置

期末・
勤勉手当

退職手当

郡山地方広域消防組合

期末
1.25月分
1.25月分
2.50月分

自己都合
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年
24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

勤勉
1.05月分
1.05月分
2.10月分

計
2.30月分
2.30月分
4.60月分

国

③ 時間外勤務手当
支給実績（６年度決算）
職員1人当たり平均支給年額（６年度決算）
支給実績（５年度決算）
職員1人当たり平均支給年額（５年度決算）

133,622千円
374千円

140,383千円
392千円

② 特殊勤務手当
区　　　分

支給実績（６年度決算）
支給職員１人当たり
平均支給年額（６年度決算）
職員全体に占める
手当支給職員の割合（６年度）
手当の種類（手当数）

手当の参考例

郡山地方広域消防組合
27,925千円
68,110円

100.0%
９種類

救急業務従事職員の手当
火災防ぎょ等業務従事職員の手当
隔日勤務従事職員の手当

⑴ 総括
① 令和６年度の人件費の状況（令和６年度一般会計決算）

② 令和６年度職員給与費決算（一般会計）

69.0%

人件費率
B/A

3,538,834千円

人件費
B

77,025千円
実質収支

5,132,010千円373,604人

歳出額
A

住民基本台帳人口
管内人口（R７.3.31現在）

職員手当 768,367千円
期末・勤勉手当 655,190千円

計・・・3,041,359千円
職員数・・・410人
職員一人当たり給与費・・・7,417千円

3 職員の給与の状況

給料
1,617,802千円



寒暖差が危険寒暖差が危険

ヒートショックとは？

ヒートショックの

　ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が乱高下し、
心臓や血管に負担がかかり、その結果、心筋梗塞・脳梗塞・脳出血・不整脈を引き起こすことをいいます。
　特に冬場は暖房の効いた部屋から脱衣所やトイレなど寒い部屋に移動することで、血管の収縮により血圧が上昇し
心臓や脳血管に負担がかかります。入浴時は、温かい湯船に浸かることで、血管が拡張し血圧が低下します。

年齢が高いほど危険！？

予防策は？

ヒートショックとは？

年齢が高いほど危険！？

予防策は？

　高齢者や持病のある方（高血圧、糖尿病、動脈硬化など）は自律神経や血管の柔軟性が低く血圧の変動に対し耐え
にくい傾向にあります。また、加齢とともに心臓機能が低下するため、急激な温度変化による血圧の調節が追いつか
ず意識を失うこともあります。

飲酒によりヒートショックの
リスクが増します

飲酒後の入浴は
避ける

身体を温めましょう

入浴前のかけ湯

お湯の温度は 41℃
以下にしましょう

お湯の温度と
入浴時間

入浴による脱水を
防ぎましょう

入浴前後の
水分補給

温度差を
なくしましょう

脱衣所と
浴室を温める

予 防 策

ドクターからの　　　 アドバイスプラス

一般財団法人
脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院
外科医長

藁谷 暢 医師
災害医療部開設準備室 室長

統括DMAT
福島県災害医療コーディネーター

④ その他の手当（令和７年４月１日現在）

扶養手当

住居手当
通勤手当
管理職手当

手当名

平均使用日数
消化率

配偶者 消防職給料表７級以下であるもの 3,000円
11,500円
6,500円
3,500円
5,000円

上限 28,000円

55,200円～96,500円

消防職給料表７級以下であるもの
行政職給料表８級であるもの

子

満16歳の年度初めから満22歳の年度までの子（1人につき・加算額）

運賃相当額ただし51,000円を超えた部分は1/2を51,000円に加算した額
通勤距離による　　月額　2,000円～40,700円

借家・借間
交通機関利用者
交通用具利用者
管理・監督の地位にある職員（課長補佐相当職以上）に支給

父母等

内容及び支給単価

　１年において20日の範囲内で付与され20日を限度に翌年に繰り越
すことができます。
職員の年次有給休暇使用状況

⑴ 休暇に関する事項
4 職員の勤務条件の状況

R６A
11.0日
27.0%

R5B
11.7日
29.0%

増減A-B
-0.7日
-2.0%

再就職先区分
届出・公表

庁内研修
ふくしま自治研修センター等

計
庁内研修（Ｗｅｂ研修含む） 
消防大学校
福島県消防学校
研修機関等

計

133人
54人
187人
1,470人

4人
30人
4人
38人

1,695人

営利企業
1

公益財団法人など
0

その他
0

　分限処分とは、公務能率を維持するため、一定の事由がある職員に、
その意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のことです。

⑴ 分限処分の状況（令和7年4月1日現在）
5 職員の分限及び懲戒処分の状況

　服務とは、職務を遂行するに当たって職員が守るべき義務ないし規
律であり、地方公務員法において第30条から第38条までに規定されて
います。
　憲法第15条第2項では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない」と規定しており、これを受けて地方公務員法第
30条では、地方公務員の服務の根本基準として、「すべて職員は、全体
の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当って
は、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定めています。

⑴ 服務の根本基準

　本組合では、職員一人ひとりが常に服務上の規律を遵守し、公務の
信用を高めるため、自己を律するとともに、機会をとらえて、消防次長
命による服務規律の確保に関する通達(依命通達）を全職員に対して
行っています。
　◆令和６年度における服務通達‥‥６回

⑵ 服務規律の確保

6 職員の服務の状況

① 衛生管理体制
　郡山地方広域消防組合職員衛生委員会を設置し、職員の衛生計画の
実践に努めています。
② 福利厚生制度
　郡山市互助会に加盟し、互助会の事業は、職員の会費事業と市、組合
等の補助金事業とに費用区分して運営を実施しています。
　各事業への参加を通じ、職員の健康の保持増進及び公務能率向上に
資するための、福利厚生全般を実施しています。

⑴ 福利厚生制度

　地方公務員が公務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、その
災害によって生じた損害を補償し、必要な福祉事業を行うことにより、
地方公務員やその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目
的とする制度です。
　常勤職員の災害認定及び補償については、地方公務員災害補償基金
福島県支部が実施しています。
◆令和６年度公務（通勤）災害認定件数
① 公務災害…　１件　　　② 通勤災害…　０件

⑵ 公務（通勤）災害補償制度

9 職員の福祉及び利益の保護の状況

① 係属事案・・・なし　② 完結事案・・・なし
⑴ 勤務条件に関する措置の要求状況（令和６年度）

① 係属事案・・・なし　② 完結事案・・・なし
⑵ 不利益処分に関する審査請求の状況 （令和６年度）

10 公平委員会の業務の状況

　地方公務員法第38条の２の規定により、営利企業などに再就職した
元職員は、離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組
織などの職員に対し、在職時の職務に関して一定の影響力を有するこ
とを背景に、離職後２年間、職務上の行為（契約、許認可など）をするよ
うにまたはしないように依頼・要求してはならないとされています。
  職員は、再就職者による依頼などがあった場合、法第38条の２第７項
の規定に基づき遅滞なく公平委員会にその旨を届け出なければなり
ません。
　なお、依頼などの内容が職員の裁量の余地が少ない職務に関する
ものである場合は、同条第６項第６号の規定に基づき、再就職者は事
前に任命権者の承認を受けなければなりません。
　また、課長職以上の地位にあった元職員が、離職後２年間、営利企業
等に再就職した場合には、再就職状況の届出を義務付けています。
◆届出・申請件数
① 再就職者から依頼などを受けた場合の届出…該当なし
② 再就職者による依頼などの承認申請…該当なし

⑴ 再就職者による依頼など（働きかけ）の規制

⑵ 再就職情報の届出・公表（令和7年３月３１日退職者）

7 職員の退職管理の状況

8 職員の研修の状況

（注）各年度内（４月１日～３月31日）における新規取得者のみの実績

⑵ 育児休業について
育児休業等の取得状況

6月以下
6月超え1年以下
1年越え1年6月以下
1年6月越え2年以下
2年越え2年6月以下
2年6月越え

計

区　　分
15
0
0
0
0
0
15

R6
8
0
0
0
0
0
8

R5
7
0
0
0
0
0
7

増減

種別
人数

休職
1人

時給
0人

降任
0人

免職
0人

合計
1人

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問い、地
方公共団体の規律と公務遂行の秩序を維持するための処分のことです。

⑵ 懲戒処分等の状況（令和7年4月1日現在）

種別
人数

戒告
0人

減給
0人

停職
0人

免職
1人

合計
1人

令和６年度における職員研修の実績
研修区分

合　　　計

階層別研修

専門研修

派遣研修

受講者数

① 冬は救急搬送が増える季節
　冬は救急搬送が増える季節です。特に高齢
者の入浴事故は、消費者庁によると交通事故
による死亡者の約２倍以上とされ特に冬場
は、浴室や脱衣所の寒暖差による「ヒート
ショック」の影響が大きいと推測できます。
　また、心臓や血管に持病のある方は、入浴
前に「これから入浴します」と家族に伝える
など声掛けや見守りが、ヒートショックの早
期発見につながります。

③ 寒さと感染症の影響
　寒さや乾燥は、免疫力や自律神経を乱し、
インフルエンザや新型コロナウイルスなど
の感染症に加え、心筋梗塞や脳卒中といっ
た病気のリスクも高めます。急な胸痛や強
い頭痛が出たときは、迷わず医療機関を受
診してください。
　感染症が流行する季節には、手洗い・う
がい・換気を徹底し、人混みではマスクを
徹底しましょう。日常のちょっとした心が
けで、冬を安全に、安心して過ごすことが
できます。② 転倒事故への注意

① 冬は救急搬送が増える季節 ③ 寒さと感染症の影響

② 転倒事故への注意
　雪や凍結した路面では転倒による骨折や
頭のけがが多く見られます。頭を打った際
は、その時に症状がなくても、脳内で少量
の出血が続く場合があり、後から症状が出
ることがあるため注意しましょう。 ◀出典:消費者庁ウェブサイト

寒さ対策が健康管理の第一歩です。


